
避難確保計画作成支援事業の
今年度の対応と計画作成状況

資料１



御嶽山の噴火の教訓、火山防災対策の特殊性等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の関係者が一体となっ
た警戒避難体制の整備等所要の措置を講ずる。

１．改正の背景

２．法律の概要

○ 明瞭な前兆がなく突如噴火する場合もあり、住民、登山者等様々な者に対する迅速な情報提供・避難等が必要（御嶽山噴火の教訓）
○ 火山現象は多様で、かつ、火山ごとの個別性（地形や噴火履歴等）を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、

専門的知見を取り入れた対策の検討が必要

○⽕⼭災害警戒地域における警戒避難体制の整備
⽕⼭災害警戒地域の指定（第３条） 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指定（常時観測火山周辺地域を基本）

国による活動⽕⼭対策の推進に関する基本指針の策定（第２条）

・ 都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務）

都道府県・市町村 地方整備局等
（砂防部局）

気象台

自衛隊火山専門家

※他、環境事務所、森林管理局、交通・通信事
業者等。集客施設や山小屋の管理者も可。

観光関係団体 等

⽕⼭防災協議会（第４条）

必須構成員

必要に応じて追加

・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

協議事項

【都道府県】（第５条）
１．火山現象の発生・推移に関する情

報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（都道府県内）

２．右の２．３を定める際の基準
３．避難・救助に関する広域調整

等

【市町村】（第６条）
１．火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝

達（市町村内）
２．立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等（噴火警戒レベル）

３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の 名称・所在地
５．避難訓練・救助 等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

・ 噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体
制について協議

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移

を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地

図上に示したもの

噴火警戒レベル

※噴火活動の段階に応じ
た入山規制、避難等

避難計画

※避難場所、避難経路、
避難手段等を示したも
の

警察 消防

○⾃治体や登⼭者等の努⼒義務（第11条）
○⽕⼭研究機関相互の連携の強化、⽕⼭専⾨家の育成・確保（第30条）

・自治体による登山者等の情報把握の努力義務を新たに規定
・登山者等の努力義務（火山情報の収集、連絡手段の確保等）を新たに規定

【市町村長の周知義務】（第７条）

火山防災マップの配布等により、避難場所等、円滑な

警戒避難の確保に必要な事項を周知

【避難確保計画の作成義務】（第８条）

集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や要配慮者利

用施設の管理者等による計画作成・訓練実施

改正活⽕⼭法における避難促進施設、避難確保計画の位置付け
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市町村における避難促進施設の指定にあたっての課題
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分類 主な意見

1. 避難促進施設の
指定の基準・条
件の検討

• ハザードのエリアが市街地であり、対象施設が非常に
多く計画作成の対応に苦慮することが予想される。

• 今後検討しなければならない課題である。
• 指定理由について対象施設への説明の仕方が難しい。

2.候補施設の理解
• 観光等における風評被害も懸念され、施設管理者等か

らも同意を得られない。

3.指定後の計画作成
支援

• 指定した施設に対する計画作成支援の方法がわからな
い。

• 対象候補施設にノウハウがない。
• 市町村で雛形等を作成しなければならないと思うが、知

識不足により進んでいない。

4.地域防災計画の改
定のタイミング

• 地域防災計画を改定する際に意見を聴く火山防災協議
会と、市町村防災会議の開催時期が合わず、改正まで
時間がかかる。

5.その他

• 指定することによる風評被害への懸念
• 知識、人員不足
• 避難促進施設の基準や条件を協議する前に、地域の住

民等への火山災害に関する基礎知識の普及啓発が必
要

• 避難促進施設、緊急避難場所、指定避難所の違いがわ
からない。

[市町村]

 避難促進施設を未指定の１０２市町※へのアンケートでは、６５市町村（約６４％）で「避難促進施設の指定の基準・
条件の検討」、「指定後の計画作成支援」が避難促進施設の指定にあたって課題と感じていた。

 「避難促進施設の指定の基準・条件の検討」では、指定対象施設が多くなった場合の指定後の避難確保計画作成
に関する懸念や、指定理由の対象施設への説明が難しい等の課題が挙げられた。「指定後の計画作成支援」 に
ついての具体的な課題として、支援の方法が分からないことや、雛形を作成する知識が不足しているなどのノウハ
ウの不足が挙げられた。

※「避難促進施設の指定を実施している」もしくは「該当する施設が存在しない」以外の回答があった市町村

避難促進施設を未指定の１０２市町における
指定にあたっての課題（複数回答可）
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再掲載 平成31年3⽉開催
噴⽕時等の避難計画の⼿引き

作成委員会（第10回）会議資料 資料４より



分類 主な意見

１．施設における
計画作成の必
要性の理解

•想定火口から各避難促進施設までの距離が離れてい
ることもあり、避難確保計画の作成に疑問を持つ施設
もあった。

２．市町村、施設
管理者の計画
作成のノウハウ
等の不足

•類似施設の作成例など具体的な情報が不足していた。
•施設管理者に、どのように計画を作成していいのか戸
惑いがあった。
•施設管理者が計画作成に不慣れである。また、市は
施設の詳細まではわからないため、適切な支援が難
しい。
•避難促進施設の所有者に、内閣府の手引きを渡すだ
けでは作成することが難しいため、防災部局がひな型
を作成するなどの支援が必要であった。

３．施設の負担

•家族経営など小規模な避難促進施設においては、避
難確保計画の作成が負担となっている。
•宿泊施設では業務多忙の中の避難確保計画作成と
なるため、負担となっている。

４．具体的な避難
の方策

•突発的に噴火した場合についての、規制範囲外への
避難のタイミング
•大規模噴火の際の、町の広域避難計画が検討中であ
り、その検討結果を踏まえ施設の避難確保計画を検
討する必要がある。
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市町村による避難確保計画の作成⽀援にあたっての課題
 施設の避難確保計画の作成支援における課題に関する市町村へのアンケートでは、市町村、施設管理者の計画

作成のノウハウ等の不足に関する回答が最も多かった。

 具体的な内容としては、類似施設での作成例など具体的な情報が不足している、施設管理者がどのように計画を作
成していいのか戸惑いがあった、自治体は施設の詳細までは分からないため適切な支援が難しい、などが挙げら
れた。
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避難促進施設を指定した２６市町村における
施設への避難確保計画の作成支援における課題

[市町村]
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⼀部加筆 平成31年3⽉開催
噴⽕時等の避難計画の⼿引き

作成委員会（第10回）会議資料 資料４より



 令和元年度より集客施設等の避難促進施設における避難確保計画の作成支援に着手

御嶽山や本白根山では突発的な噴火が発生。火口周辺
には集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）が存在し、旅
行者等の円滑な避難には、各施設による避難誘導が重要。

活動火山対策特別措置法の改正により、市町村が指定
する集客施設や要配慮者利用施設の所有者等に対して、
「避難確保計画」の作成や、計画に基づいた訓練の実施等
が位置付けられた。

集客施設等の所有者の計画作成を支援し、支援から得ら
れた知見を全国で共有することで、各避難促進施設におけ
る避難確保計画の作成を促進し、もって火山防災対策をよ
り一層推進していくものとする。

事業目的

種類や状況の異なる集客施設等をモデルとして、都道県や市
町村等を交えて、避難確保計画を協働で検討し、避難確保計画
の作成に当たっての具体的な課題と解決策を検討。

〇第11回噴火時等の避難計画の手引き作成委員会（令和２年3月11日）

モデル施設の支援を踏まえて、避難確保計画の具体的な作成
方法について検討し、モデル施設における計画作成の事例集や
ひな形の記入方法等を記載した作成ガイドを公表。

＜避難確保計画の作成支援対象＞

＜複数施設が共同して計画を作成している事例＞

検討の概要

昨年度の避難確保計画の作成⽀援内容

施設例 令和元年度⽀援対象市町村（施設）

Ａ 交通関係施設 ロープウェイ、バスターミナル 等 福島県⼆本松市（ロープウェイ）

Ｂ 宿泊施設 ホテル、⼭⼩屋、⺠宿 等 ⼭梨県富⼠河⼝湖町（⺠宿）

Ｃ 利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設 キャンプ場、スキー場 等 福島県⼆本松市（スキー場）

Ｄ その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設 観光案内所、⼟産屋、牧場 等 東京都⼋丈町（牧場）

Ｅ 医療機関 病院、診療所、助産所 等

Ｆ 医療機関以外の要配慮者利⽤施設 学校、保育園、⽼⼈福祉施設 等 東京都三宅村（⽼⼈福祉施設）
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解説資料（令和２年３月）
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避難確保計画作成の⼿引き・解説資料

集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き

避難促進施設の所有者等向け説明 スライドフォーマット

説明会開催用文書フォーマット

集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の取組事例集

噴火時等の避難確保計画のひな形

避難確保計画 （火山編）作成ガイド

施設が計画を作成
する際に活用

施設や自治体職員
が他地域の事例を
参考とする際に活用

自治体職員が施設
を支援する際に活用

作成の手引き（平成28年３月）



令和２年度の⽀援対象施設

【宿泊施設】
⼭⼩屋

⽕⼭災害警戒地域
令和２年度実施施設

有珠⼭

【要配慮者利⽤施設】
保育所

岩⼿⼭

【要配慮者利⽤施設】
学校

雲仙岳

【要配慮者利⽤施設】
学校

栗駒⼭

【宿泊施設ほか】
キャンプ場ほか

【宿泊施設】
⺠宿

⼝永良部島

富⼠⼭

施設 施設種別 避難対象者数 【関係⽕⼭】
主な⽕⼭現象

桜ヶ丘保育所 要配慮者利⽤施設
（保育所）

乳幼児：31⼈
職員等：17⼈
計 ：48⼈

【有珠⼭】
⼤きな噴⽯、⽕砕
流・⽕砕サージ、
⽕⼭灰

柳沢⼩中学校 要配慮者利⽤施設
（⼩中学校）

⼩学⽣ ：18⼈
中学⽣ ：15⼈
教職員 ：16⼈
計 ：49⼈

【岩⼿⼭】
融雪型⽕⼭泥流、
溶岩流、⼩さな噴
⽯、⽕⼭灰

須川⾼原温泉
須川ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
須川野営場
（3施設）

宿泊施設、屋外活動施
設、短時間滞在施設
（旅館、キャンプ場、
ビジターセンター）

約2700⼈
（3施設及び施設周辺の
観光客等の最⼤⼈数）

【栗駒⼭】
⼤きな噴⽯、⽕砕
流・⽕砕サージ

富⼠吉⽥登⼭道
七合⽬⼭⼩屋
（7施設）

宿泊施設
（⼭⼩屋）

各施設
利⽤者：70〜260⼈
従業員：4〜15⼈
7施設の合計
利⽤者数：約1000⼈

【富⼠⼭】
⼤きな噴⽯、⽕砕
流・⽕砕サージ、
溶岩流、融雪型⽕
⼭泥流

⾼野⼩学校 要配慮者利⽤施設
（⼩学校）

⼩学⽣ ：74⼈
教職員 ：17⼈
計 ：91⼈

【雲仙岳】
⽕砕サージ、⼩さ
な噴⽯、⽕⼭灰

⺠宿⾦岳 宿泊施設
（⺠宿）

最⼤利⽤者：11⼈
従業員：2⼈

【⼝永良部島】
⼤きな噴⽯、⽕砕
流・⽕砕サージ

現地視察の様⼦
（施設管理者と市職員）

図⾯での検討の様⼦
（施設管理者と町職員）

⼤判図⾯を活⽤したグループワークの様⼦
（施設管理者と⾃治体職員等）

6

有珠山（洞爺湖町）、岩手山（滝沢市）、栗駒山（一関市）、富士山（富士吉田市）、雲仙岳（島原市）、
口永良部島（屋久島町）で避難促進施設に指定された６施設・地区について避難確保計画の作成支援を実施した。
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１９０
市町村

 火山災害警戒地域の延べ１９０市町村に対して、避難促進施設と避難確保計画についてアンケート調査。

 避難促進施設の指定状況についての回答は次の通り。
・１９０市町村のうち８７市町村（約４６％）において指定についての検討が済んでいる。そのうち４４市町村が避難促進施設
の指定を実施し、４３市町村が「該当する施設なし」としている。

・残りの１０３市町村（約５４％）で、候補施設と協議中等、指定が未だ実施されていない。

 避難確保計画の作成状況について、既に指定を実施している４４市町村のうち、２０市町村（約４５％）では指定済の施設の
全てで作成済み。 避難促進施設ごとに見た場合には、４１１施設中３０４施設（約７４％）で作成済みであった。

４４市町村※１
①既に指定している（44）

④候補施設を選定中（20）

③候補施設と協議中（7）

⑤施設の指定基準
・条件を協議中（17）

⑦検討したが該当する施設が
市町村内に存在しない（43）

未作成（107）

指定済の施設の全
てで作成済み（20）

指定済の施設の
一部で作成済み（8）

指定済の施設の全
てで未作成（16）

取組中（54%）

作成済み（304）
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火山災害警戒地域の市町村における
避難促進施設の指定等の状況

４１１施設※２

都道県別の指定等の状況（n =147）

既に指定している44市町村における避難確保計画の作成状況

市町村別の計画作成状況 指定済施設別の計画作成状況

※１ 令和２年１月から９市町村増加 ※２ 令和２年１月から６２施設増加

取組中の市町村数
指定している市町村数

※該当する施設なしの市町村数(43)は除外

②候補施設と協議済み（12）

⑥指定についての
検討が進んでいない
（47）

避難促進施設の指定及び避難確保計画の作成の取組状況（令和３年1⽉31⽇現在）



避難促進施設の指定及び避難確保計画の作成の取組状況（令和３年1⽉31⽇現在）

 指定後の計画作成のノウハウがないことが、指定が進まない要因の一つになっていた。今後も施設種別に応じた計画作成
のノウハウを蓄積していく必要があると考えられる。
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施設数 作成数

A 交通関係施設 17 13

B 宿泊施設 219 161

C 屋外活動施設 26 14

D 短時間滞在施設 87 62

E 医療機関 3 3

Ｆ 医療機関以外の
要配慮者利用施設

59 51

合計 411 304N=411

避難促進施設の分類 施設分類別の確保計画の作成状況

A 交通関係施設 17

B 宿泊施設

219

C 屋外活動施設 26

D 短時間滞在施設 87

E 医療機関 3

Ｆ 医療機関以外の

要配慮者利用施設 59


